
日時　8月 15 日（火）午前 9時
30分から
場所　町文化センター
該 当 者　▼平成 9 年 4 月 2 日か
ら平成 10年 4月 1日生まれの人
▼日野町に住所がある人▼日野中
学校を卒業した人▼希望する人
内容　
①式典（午前 9時 30分から）
②記念撮影　③新成人交流会
その他　該当者には案内文書を送
付しました。案内がなかった人で、
出席を希望する人は、7月 14 日
（金）までに、担当へご連絡くだ
さい。※新成人を祝福していただ
ける人はぜひご出席ください。
問合せ先　町教育委員会事務局
担当　田貝嘉彦（電話 72-2107）

　介護施設（特別養護老人ホーム、
老人保健施設など）やショートス
テイの居住費と食費は、原則自己
負担となっていますが、次の人は、
申請により負担の一部（居住費・
食費）が軽減されます。
対象者（以下のすべてに該当する人）
①住民税非課税世帯の人（同一世
帯の全員が非課税）
②配偶者が住民税非課税（世帯が
同一かどうかは問いません）
③預貯金などの金額が以下の基準

額の範囲内の人
▼配偶者がいる人：合計2,000万円
▼配偶者がいない人：1,000 万円
適用期間　8月 1日から一年間
※8月以降は申請日の属する月の初日
受付期間　7月 14 日（金）から
随時
申請に必要なもの　▼印鑑▼預貯
金通帳、有価証券、投資信託など
の残高・価格が分かるもの（申請
者本人および配偶者）
その他　現在、軽減の適用を受け
ている人も、引き続き適用を受け
る場合は、新たに申請が必要です
のでご注意ください。
申請および問合せ先　役場健康福
祉課　担当　伊田（電話72-0334）

　7月は「社会を明るくする運動」
の強調月間です。
　この運動は、すべての国民が犯
罪や非行の防止、罪を犯した人た
ちの更生について理解を深め、そ
れぞれの立場において力を合わ
せ、犯罪や非行のない明るい社会
を築こうとする全国的な運動で
す。
　昭和 26年に始まり、今回で 67
回を迎えます。「犯罪や非行のな
い安心・安全な地域社会を築く取
り組みを進めよう」「犯罪や非行
をした人たちの立ち直りを支えよ
う」を行動目標に幅広い運動が展
開されます。皆さんのご理解とご
協力をお願いします。

　町では、トイレの水洗化や生活
雑排水（台所や風呂など）の処理
など公衆衛生の向上が期待できる
合併処理浄化槽の設置費用の一部
を助成しています。
　なお、毎年の助成件数には限り
があります。対象地区や助成金額
など詳しくは担当課までお問い合
わせください。
申込みおよび問合せ先　役場建設水
道課　担当　音田（電話72-0350）

　「鳥取県立ハローワーク」が、
県西部地域での雇用戦略拠点とし
て新たに開設されました。
　県や市町村の産業・雇用・移住
施策と職業紹介を連動させ、求職・
求人の両面から地域の雇用充実に
向けて強力サポートする施設で
す。ぜひ、ご利用ください。
【県立米子ハローワーク】

開所時間　毎週月～土曜日、午前
10時から午後 6時 15分
場所　米子市末広町 311 番地イ
オン米子駅前店 4階
電話　0859-21-4585
【県立境港ハローワーク】

開所時間　毎週月～土曜日、午前
8時 30分～午後 5時 15分
場所　境港市役所別館 1階
電話　0859-44-3395
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7 月は「社会を明るくする
運動」強調月間です

【健康福祉課からのお知らせ】

「介護保険負担限度額認定証」
更新手続きのお知らせ

ねう祭り
７月 15 日（土）少雨決行・雨天中止

午後 6 時スタート

演芸や展示が多数行われるほか、自治会や町内事業

所などによる踊りの列が練り歩き、まちなかを盛り

上げます。

＜当日、午後 6 時から午後 10 時まで
根雨のまちなかが車両通行止めとなります＞

花火は

600発 !!

【教育委員会からのお知らせ】

平成 29 年度成人式を開きます

「鳥取県立ハローワーク」オープン！
【そのほかのお知らせ】

【建設水道課からのお知らせ】

合併処理浄化槽設置費用
の一部を助成します



【 更新期間 】　7 月 20 日（木）～   ８月４日（金）
※土日祝日を除く、午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分

被保険者証更新のお知らせ
国民健康保険・後期高齢者医療

国民健康保険・後期高齢者医療の被保険者証は、毎年更新が必要です。この期間内に必ず更新してください。

上記以外の人は、職員が町内各地区を巡回し更新を行いますので、最寄りの会場にお出かけください。

《 巡回更新日程 》【持参する物】今までお使いの被保険者証

※上記日程で都合の悪い人は、7 月 20 日～

　８月 4 日の間（日程表以外の日）に、

▼根雨・日野地区の皆さんは役場健康福祉課

▼黒坂・菅福地区の皆さんは役場黒坂支所

で更新してください。

【持参するもの】

今までお使いの被保険者証

【問合せ】

役場健康福祉課　担当　長尾

（電話 72-0334）
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◆根雨 1 区～ 6 区、三谷 2 区の皆さん ＝ 役場健康福祉課
◆黒坂 1 区～ 7 区、下菅の皆さん　　 ＝ 役場黒坂支所


